
『就活虎の穴2023』

～３回目／８回シリーズ～

社員の成長 若者雇用促進法

キャリアコンサルティング制度の有無



■職業人生設計＝キャリアプラン、その重要性を知る

■キャリアプランと関係が深い、キャリアパスを知る

■キャリアプラン実現支援＝キャリアコンサルティングを知る

■学卒新人の成長に有効なキャリアコンサルティングを知る

■学卒新人の成長に有効な『キャリアコンサルティング制度』の
運用状況を確認する方法を知ろう

※講演で用いた資料はデータで提供します。



職業人生設計＝キャリアプラン、その重要性を知る

【人生１００年時代】 著書『LIFE SHIFT100年時代の人生戦略』

先進国の２００７年生まれ以降の平均寿命は１００歳超

【人生設計が必須】

●みなさんの親世代は人生８０年時代を生きて来た
※生きるために必要なことに違いがある

●定年も６０歳から６５歳へ引き上げられた
※２０３０年には７０歳（雇用継続５年付き）へ引上予定

●年金も６０歳受給開始では１００％受給できない
※確定拠出年金制度が導入されている

人生設計＝ライフプラン



職業人生設計＝キャリアプラン、その重要性を知る

【ライフプラン】 ●●●歳の時、どのように生きたいか

自分が、手に入れる、実現する、等の計画を立てる

【計画】

目的／目標を達成する
時期、方法、予算、等を具体的客観的にまとめたもの

【豊かに生きるための７要素】

生きがい／健康／家族／仲間／趣味／経済力／仕事

職業人生設計＝キャリアプラン



職業人生設計＝キャリアプラン、その重要性を知る

【キャリアプラン】 ●●歳の時、仕事を通じて何を手に入れるか

自分が、手に入れる、実現する、等の計画を立てる

【仕事を通じて手に入れるもの】

報酬 １．経済的報酬＝お金
２．心理的報酬＝知識、技術、資格、実績、評価

仲間、信頼、感謝、自信、満足
体力、精神力、胆力、生きがい

キャリアパス＝就業先でのキャリアプラン達成目標



キャリアプランと関係が深い、キャリアパスを知る

【キャリアパス】 働き方と出世のマップと道のりを可視化したもの

・職務の種類やコース（総合職／専門職）とランク
・職位（課長、部長、等）の種類とランク
・報酬（基本給、手当、賞与、等）の種類とランク

手に入れるための条件や方法などが示されている

２つの目的を叶える【キャリアパスの必要性】

企業：人材の早期の離職や独立を防ぎ、戦力化する
社員：①就業先へ自分自身の存在価値を示す

②自分自身のライフプランを達成する



キャリアプランと関係が深い、キャリアパスを知る

【キャリアパス 働く者にとってのメリット】

①自己分析しながら、計画的にスキルアップできる

②挫折しにくい、意欲的に働くことができる

③ライフプランの進捗を確認しながら働くことができる

④ワーク・ライフ・バランスを充実させることができる

【ワーク・ライフ・バランス】 仕事と私生活の調和

ライフプラン実行の在り方
仕事、私生活のいずれにも偏り過ぎない
仕事、私生活のいずれにも全力投球、手を抜かない



キャリアプラン実現支援、キャリアコンサルティングを知る

【キャリアコンサルティング】

働く者を対象に、ライフプランの実現を目的に
キャリアプランの在り方やその実行方法などについて
【●●】が行う『指導』や『支援』などのこと

【●●＝キャリアコンサルタント：国家資格】

参考 厚労省「キャリア形成サポートセンター」
全国４４か所、土日祝日夜間対応、オンライン有り

キャリアコンサルタント数
２０２１年 約６万人から２０２４年 約１０万人へ



学卒新人の成長に有効なキャリアコンサルティングを知る

【教育制度として実施】

★キャリアコンサルティング制度が就業規則に規定
★キャリアパスが人事制度に明示
★キャリアコンサルタントの有資格者が行う

※無資格、経験少、の先輩や上司では役不足
★人事総務、直属上司や部署の管理者も情報共有

★★コンサルティングの前に「あなたの分析」を実施
★まず、ライフプランニング
★次に、キャリアプランニング

★★セルフ・キャリアドックを実施している



学卒新人の成長に有効なキャリアコンサルティングを知る

【教育制度として実施】

★キャリアコンサルティング制度が就業規則に規定
★キャリアパスが人事制度に明示
★キャリアコンサルタントの有資格者が行う

※無資格、経験少、の先輩や上司では役不足
★人事総務、直属上司や部署の管理者も情報共有

★★コンサルティングの前に「あなたの分析」を実施
★まず、ライフプランニング
★次に、キャリアプランニング

★★★セルフ・キャリアドックを実施している



学卒新人の成長に有効な『キャリアコンサルティング制度』の運用状況を確認する方法を知ろう

情報提供項目

（イ）職業能力の開発・向上に関する状況

キャリアコンサルティング制度の有無
及び内容

『若者雇用促進法』
質問対応義務／公開努力義務



『若者雇用促進法』 青少年雇用情報シート 義務

✓「有・無」の有に〇
✓支援の内容に

◎セルフ・キャリアドックあり
〇キャリアパスあり
〇教育制度として規定
〇有資格者が担当

に関する記載があること

学卒新人の成長に有効な『キャリアコンサルティング制度』の運用状況を確認する方法を知ろう



①本人が就職情報サイト経由や
企業の採用HP等で
プレエントリーする

②本人が
メールまたは書面にて
企業に対して伝える

③ハローワークや学校を通じて
メールまたは書面、電話等にて
企業に情報提供を求める

学卒新人の成長に有効な『キャリアコンサルティング制度』の運用状況を確認する方法を知ろう



『就活虎の穴2023』

～質疑応答・意見交換～

社員の成長 若者雇用促進法

キャリアコンサルティング制度の有無

次回、第４回は６/６（月）１９時～２０時



『就活虎の穴2023』

～就活プチ情報 2023就活フェア傾向～

社員の成長 若者雇用促進法

キャリアコンサルティング制度の有無

次回、第４回は６/６（月）１９時～２０時



『就活虎の穴2023』

～就活プチ情報 2023採用傾向～

社員の成長 若者雇用促進法

キャリアコンサルティング制度の有無

次回、第４回は６/６（月）１９時～２０時



『就活虎の穴2023』

～インターンからのご案内～

社員の成長 若者雇用促進法

キャリアコンサルティング制度の有無

次回、第４回は６/６（月）１９時～２０時
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